
※相談内容により実施を検討するもの
（市内に住所を有する方等対象）

犯罪被害者相談窓口での支援内容と流れ

犯罪被害にあわれた方、そ
の家族またはご遺族

多摩市犯罪被害者相談窓口

相談継続
・継続した電話、来所及び
訪問での面接

同行支援
・警察、裁判所等
へ付き添い

情報提供・紹介
・制度や他機関の情報
提供や紹介

生活の安定へ

※専門の相談員が被害にあわれた方、ご家族、遺族等の方々
のお悩み等をお伺いし、どのような支援が良いか一緒に考え、
関わっていきます。

電話・来所・訪問

専門相談
・被害者支援に詳しい
弁護士による相談

経済的支援
・生活資金の貸付
（条件あり）
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